
にかほ市ＨＰ

　県民の皆さまには多くのご不便をおかけしますが、新型コロナウイルスの危機を一刻も早く終息させるた

め、次の点に十分に注意されるようお願いいたします。

あきた帰国者・接触者相談センター☎０１８－８６６－７０５０（２４時間受付）
　　　　　　　　　　　　　　　　☎０１８－８９５－９１７６（９：００～１７：００）

■問

■市の主な対応 （４月１７日現在）　※4月8日に特別措置法に基づく対策本部に移行しました。

４月１４日㈫…第１回対策本部会議を開催

　　　　　 ・フェライト子ども科学館、白瀬南極探検隊記念館、象潟郷土資料館、仁賀

             保勤労青少年ホーム展示室、トレーニング室の休館延長（６月１日まで）

４月１７日㈮…第２回対策本部会議を開催

　　　　　 ・公共施設の対応について（基本的に４月２１日～５月１０日までの間は閉鎖）

　　　　　 …第３回対策本部会議を開催

　　　　　 ・市内小中学校の対応について（４月２１日～５月６日まで臨時休校）

新型コロナウイルス緊急事態宣言発令中

　秋田県では、新型コロナウイルス感染症に関して、県民の皆さまに必要な情報をお届けするためのLINE

公式アカウントを開設しました。LINE公式アカウント「秋田県‐新型コロナ対策パーソナルサポート」と

友だちになり、あなたの状態を入力いただくことで、あなたの状態に合わせた新型コロナウイルスに関する

情報をお知らせします。なお、利用にはLINEアプリへの登録が必要です。

秋田県ＬＩＮＥ公式アカウント「秋田県-新型コロナ対策パーソナルサポート」開設
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新型コロナウイルス
感染症に関するお知らせ

秋田県からの広報秋田県からの広報

５月中旬から順次支給　秋田県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金

！

利用規約等の確認 アンケートの開始 個別に情報を提供各質問への回答

よくある質問を選択 知りたいことを選択① 回答を表示知りたいことを選択②

知りたいこと、不安なことを自動で応答

個人の状態に合わせた情報を提供利用方法 ▽
▽

データの活用

　以下のいずれかの方法で「友
だち登録」をしてください。

①次の画面をクリック

②次のＱＲコードを読み込む

③LINEで「秋田県-新型コロ
　ナ対策パーソナルサポート」
　と検索

　皆さまから提供された情報
は、個人が特定されるような
形で公表されることはありま
せん。収集・蓄積されたデー
タは、流行状況などの実態把
握のために活用されます。ま
た、大学等の研究機関でコロ
ナウイルスの性質等について
分析を行い、感染防止対策を
検討するために活用されます。

秋田県の要請に応じて、４月２５日０時から５月６日までのすべての期間、休業等にご協力いただいた、施設の

休業（飲食店等の食事提供施設の場合は営業時間の短縮を含む）に全面的にご協力いただいた中小企業・個人事

業主に１事業者あたり３０万円（県内に所在する事業所が複数事業所の場合６０万円）の協力金を支給します。要

件や申請に必要な書類などの詳細は秋田県のＨＰをご覧ください。

申請受付期間 ５月７日㈭～６月１５日㈪

申 請 方 法　秋田県電子申請・届出サービス（https://s-kantan.jp/toppage-akita-t/）

　　　　　　　　または、郵送や県庁、各地域振興局に設置する受け付けボックスで申請を受け付け

※ＩＰ電話を使用しているため、他の問い合わせに対応中の場合でも、呼び出し音が聞こえます。大変恐れ入

　りますが、５コール以上お待ちいただいても繋がらない場合は、お時間を空けてから改めてお電話ください。

▽
▽

秋田県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金相談コールセンター
☎０１８－８６０－５０７１（９：００～１７：００（土日・祝日含む））■問

秋田県ＨＰ健康福祉部 保健・疾病対策課☎０１８－８６０－１４２２■問

※別のウインドウで外部サイト
　が開きます

❶不要不急の外出はしない
・県外へは真にやむを得ない場合を除き

　出かけない。

・生活に欠かせない買物などを除き、不

　特定多数の人と出会う場所へは行かな

　い。

❹若者は自重した行動を
・若者は感染しても症状が出ない場合が

　あるので、感染拡大を防ぐため集団行

　動はしない。

・妊婦や乳幼児、お年寄りのいる家庭で

　は、帰省した若者や訪問者との接触に

　注意する。

❷県外からの帰省・訪問を
　控えてもらう
・県外からの帰省等は遠慮していただく。

・来県した人は健康観察し、すぐに人に

　会わず、家族でも接触や会話を最小限

　にする。

❺手洗いをしっかり
　咳エチケットを守る
・外出時には、手作りでものよいのでマ

　スクを着け、帰宅時には、石けんを使

　って手洗いする。

・ハンカチやティッシュペーパー、上着

　の袖で口を覆う「咳エチケット」を守る。

❻いきなり医療機関に
　行かない
・熱や咳など体調に異変を感じた際には、

　すぐに医療機関に行かず、帰国者・接

　触者相談センター（コールセンター）

　に電話する。

❸人との接触を最小限に
・密閉、密集、密接する「三密」の場所

　には出入りしない。

・多人数の会合・懇談・集会は行わない。

・屋内外とも人との間隔を広くとり会話

　も最小限にする。

・室内の換気を気をつける。


